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この入札説明書は、地方独立行政法人市立大津市民病院契約規程（以下「契約規程」と

いう。）、本件に係る入札告示のほか、一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参

加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするもので

ある。 

 

１ 件名 

   産業廃棄物収集運搬及び処分業務 

 

２ 契約期間 

令和４年１０月１日から令和５年９月３０日まで 

※ただし、契約期間の満了する日から起算して１２０日前までに委託者及び受託者

のいずれからも更新しない旨の申出がないときは、さらに１年間更新するものとし、

その更新は４回まで行うことができる。 

 

３ 内容 

   別添「業務仕様書」参照 

 

４ 入札参加者に必要な資格 

   入札に参加できる者は、この告示の日から開札の日までにおいて、次に掲げる全て

の要件を満たす者とする。 

（１）契約規程第４条の規定に適合するものであること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしてい

る者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定

を受けている者を除く。）でないこと。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者又

は会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特別清算開始の申立てをしている者

でないこと。 

（４）本入札に参加する他の入札参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない

者であること。ただし、アにあっては、子会社（会社法第２条第３号の規定による

子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する

更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生

手続が存続中の会社である場合を除き、イ（ア）にあっては、会社の一方が更生会

社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除

く。 

ア 資本関係 

（ア）親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社

の関係にある場合 



（イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

（ア）一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

（イ）一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第

６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

（５）次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をい

う。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認め

られるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれ

かに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 

（６）市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（７）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第１４条第１

項及び同条第６項の規定に基づき、産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可を受け

ていること。ただし、処分業務を自ら行わない場合は、当該許可を受けている処分業

者を指定することにより、入札に参加できるものとする。 

（８）廃棄物処理法第１４条第２項に基づく優良産廃処理業者認定制度において、優良認

定を受けていること。 

（９） 廃棄物処理法第１２条の５第１項に基づき、電子情報処理組織（電子マニフェスト）

を導入していること。 

（１０） 過去５年以内に、年間の産業廃棄物（廃プラスチック類、ガラスくず・陶磁器く

ず類）の排出量が９０ｔを超える施設において、３年間以上継続して産業廃棄物収集

運搬及び処分業務を受託した実績を有すること。 

 

５ 入札参加資格審査の申請方法等 

   入札参加者は、次の通り関係書類一式を提出し、入札参加資格の審査を受けなけれ

ばならない。なお、期間内に申請書の提出がない場合は、入札に参加することができ

ない。 



（１） 提出書類  

ア 委任状（様式１：必要な場合、ダウンロードして持参のこと） 

イ 一般競争入札参加申請書及び誓約書（様式５） 

（令和４年度分の大津市の指名願を提出している者は、一般競争入札参加資格

確認申請書及び誓約書の「指名願提出済」欄にレ点を付すこと。） 

ウ 令和４年度分の大津市の指名願を提出していない者については、上記ア～イ

の書類に加えて下記の書類も提出すること。 

①完納証明書 

ⅰ 本店に係る市町村税分（当該市町村発行） 

ⅱ 支店、営業所等が大津市に存する場合には大津市税分（大津市発行） 

ⅲ 消費税及び地方消費税分（税務署発行） 

※ⅰ及びⅱは直近１年度分の納期が到来した全ての税目とする。 

②登記事項証明書（本店直轄の法務局発行） 

なお、各証明書については、発行日が３ケ月以内のものとし、写しも可と

する。 

③暴力団の排除に係る誓約書兼承諾書（様式６） 

④役員名簿（氏名、ふりがな、性別、生年月日が記載されているもの。） 

エ 入札書（様式３）及び見積内訳書（任意様式） 

①入札書（様式３） 

②見積内訳書 ※様式は任意とするが、一式計上ではなく、数量、単価

を積算した内訳書を作成すること。 

     オ 産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可を受けていることを証明する 

書類 

     カ 過去５年以内に、年間の産業廃棄物（廃プラスチック類、ガラスくず・陶 

磁器くず類）の年間排出量が９０ｔを超える施設において、３年以上継続 

して産業廃棄物収集運搬及び処分業務を受託した実績を有することを証 

明する書類 

（２） 受付期間 告示の日から令和４年８月８日（月）まで（大津市の休日を定める 

条例（平成元年条例第６７号）第１条に規定する本市の休日を除く。） 

の午前９時から午後５時まで 

（３） 提出先  市立大津市民病院法人事務局施設契約課契約係 

        〒520-0804 大津市本宮二丁目９－９ 

          TEL：０７７－５２２－４６０７ 

          FAX：０７７－５２１－５４１４ 

          E-mail：och1040@och.or.jp 

（４） 提出方法  

① 書類ア、イ、ウ、オ、カの提出方法 

直接持参のほか郵送等によることも可とするが、郵送等による場合は受



付期間最終日の午後５時までに（３）「施設契約課契約係」必着のこと。 

② 書類エの提出方法 

一般書留又は簡易書留により「本宮郵便局留」扱いで提出期間内に到着

するように送付すること。なお、入札書及び見積内訳書は案件毎に封筒

に入れて封かんし、封筒には記載例のとおり記載を行うこと。 

 

（封筒記載例） 

 

表面 

 

 

 

 

          裏面 

 

 

 

 

６ 入札参加資格の審査及び通知 

（１）入札参加資格は提出された書類により審査する。 

（２）予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 

（３）落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじ引きに

より落札候補者を決定する。なお、開札後に落札者とするための入札参加資格の

審査を行う。 

（４）提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に、落札

決定を行う。 

（５）落札者を決定したときは、直に当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。 

（６）落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該候補者に対し

てその旨を書面にて通知する。 

 

７ 入札告示の要件に該当しなくなった場合の取り扱い 

  開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することになっ

たときは、当該入札を無効とする。また、落札者決定後契約締結までの間に次に掲げ

るいずれかの事由に該当することなったときは、当該落札決定を取り消す旨を書面に

て落札者に通知し契約締結を行わない。 

（１）４の各号のいずれかに該当しないこととなったとき 

（２）提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかとなったとき 

 

  件名 ○○○○一式 

差出人 住所 

      商号又は名称 

      代表者名 

〒520-0804 

本宮郵便局留 

   市立大津市民病院 施設契約課

契約係 行 （入札書在中） 

印



８ 入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明 

（１）理由を付した通知書により通知を受けた者は、その通知を受けた日から７日以内

に、理事長に対して入札参加資格がないと認定した理由の説明を求めることができ

る。 

（２）（１）により説明の請求を行う場合は、書面によることとする。 

（３）（１）による理由の説明の請求を受けたときは、その通知を受けた日から５日以

内に書面により回答する。 

 

９ 質問及び質問に対する回答 

   質問をしようとする者は、質問書（様式２）を次により提出すること。 

 （１）受付期間 告示の日から令和４年８月１日（月）まで（大津市の休日を定める条

例（平成元年条例第６７号）第１条に規定する本市の休日を除く。）の

午前９時から午後５時まで 

 （２）提出先  ５（３）に同じ 

 （３）提出方法 直接持参のほか郵送・ＦＡＸ・メールによることも可とするが、郵送

等による場合は受付期間最終日の午後５時までに必着のこと。また、

その旨を提出先まで、電話にて連絡を入れること。 

 （４）回答期日 令和４年８月２日（火）（予定） 

（５）回答方法 病院ホームページに掲載 

 

10 入札の日時及び場所 

（１） 日時 令和４年８月９日（火） 午前１０時１５分 

（２） 場所 市立大津市民病院 本館棟９階 会議室Ｂ 

       大津市本宮二丁目９－９ 

 

11 開札の日時及び場所 

   入札終了後直ちに入札者立会いの上行う。 

 

12 入札方法等 

（１） 入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約条項（案）を熟読のうえ、入札し

なければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、

９に示す方法により説明を求めることができる。ただし、入札後、仕様書等につ

いての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

（２） 入札執行については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同法施行令、及

び契約規程によるものとする。 

（３） 入札参加者の代理人は、入札当日、入札開始前に委任状（様式４：入札用）を提

出しなければならない。 

（４） 入札書の記載において、入札金額は税抜き金額を記載することとし、住所、氏名



欄には入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表

者の氏名）の記入及び押印（外国人の署名を含む。以下同じ。）を行なうこと。

なお、代理人が２回目以降に入札する場合は、代表者印の押印は不要とし、代表

者名の下に代理人の氏名の記入及び押印を行なうこと。 

（５） 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札

金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 

（６） 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正

部分について押印をしておかなければならない。なお、入札金額については、こ

れを訂正することができない。 

（７）入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回を

することができない。 

（８）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地

方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。 

（９）入札執行者は、入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等

の場合で入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該

入札を延期し、又はこれを取止めることがある。 

（10）入札参加者又はその代理人は、開札中又は再度の入札中において特にやむを得な

い事情があると認められる場合のほか、当該入札の執行室を退室することはでき

ない。 

（11）入札中（再度の入札を含む）又は開札中において、次の各号の一に該当する者は

当該執行室から退場させる。 

ア 私語、放言等をした者 

イ 酒気を帯びて当該執行室へ入室した者 

ウ 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

エ その他入札執行者が特に指示した事項を遵守しない者 

（12）入札参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者又はその

代理人となることができない。 

（13）開札の結果、落札者がないときは、３回を限度として再度の入札を行う。その場

合、10 に示す日時・場所において、入札参加者・代理人が２回目以降の入札を行

わなければならない。ただし、入札が無効とされた者は本件について再度入札に

参加することができない。 

（14）最低入札価格発表後（再度入札の場合）発表額以上の入札者は失格とし、本件に

ついて再度入札に参加することができない。 

 

13 最低制限価格 



   設定しない。 

 

14 入札保証金 

   契約規程第７条・８条・９条による。 

 

15 入札の無効 

   次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

（１）入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

（２）委任状を提出しない代理人のした入札 

（３）入札者又はその代理人が同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札 

（４）談合その他不正の行為があったと認められる入札 

（５）入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札 

（６）入札書記載の金額を加除訂正した入札 

（７）虚偽の申請を行った者のした入札 

（８）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

16 落札者の決定 

（１） 有効な入札書を提出した者であって、予定価格以下で最低の価格をもって申込み

をした者を落札者とする。 

（２） 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加

者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 

（３） 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を

取り消すものとする。 

 

17 契約書の作成 

（１） 入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、当該機器に係る契約先の決定後

速やかに（特別の事情があるときは、指定の期日までに）契約書を取り交わすも

のとする。 

（２） 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は

確定しないものとする。 

 

18 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 

19 契約保証金 

   契約規程第２６条・２７条・２８条による。 

 

20 その他必要な事項 



  （１） 入札参加者もしくはその代理人又は契約の相手方が本件に関して要した経費

については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人又は契約の相手方が

負担するものとする。 

（２） 当該入札にかかる当院の歳出歳入予算に変更が生じた場合、入札を取りやめ

る場合がある。 


